
（６）基本目標６　要支援児童へのきめ細かな取組の推進
【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

６－（１）　児童虐待防止対策の充実 （単位：千円） 　

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 4,961 4,948

H23 Ａ 7,307 7,332

H24 Ａ 9,687 9,458

H25 Ａ 9,888 9,740

H26 Ａ 9,736 7,177

計 41,579 38,655

 

H22 Ａ 570 449

H23 Ａ 670 403

H24 Ａ 631 363

H25 Ａ 610 528

H26 Ａ 515 460

計 2,996 2,203

 

H22 Ａ 288 288

H23 Ａ 288 286

H24 Ａ 290 253

H25 Ａ 290 286

H26 Ａ 290 286

計 1,446 1,399

 

平成２７年度以降の方向性 所　管　課
実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

コアラの会
H22：　12回　延５３組
H23：　12回　延５５組
H24：  11回　延５４組
H25：  12回　延４１組
H26：  12回　延２９組

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

引き続き、前年度と同数程度
の会議を開催するとともに、
効率的かつ効果的な会議を
目指す。

Ｈ２２　相談件数３，６４５件
Ｈ２３　相談件数４，１５０件
Ｈ２４　相談件数４，３２０件
Ｈ２５　相談件数６，０９２件
Ｈ２６　相談件数７，１６１件

№ 事　　業　　名 目標 目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）

1 養育支援訪問事
業

拡充

3

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

Ａ

「こんにちは赤ちゃん事業」や
関係機関等からの情報収集
等により把握した養育支援
が必要であると認めた家庭
に対し、育児・家事の援助又
は育児支援に関する技術的
援助を専門の相談員等が訪
問により実施する。

出生後早期の相談支援を行
うとともに、ニーズの把握に
努める。また、Ｈ２７年度より
養育支援ヘルパー等派遣事
業を事業に含めて効率的な
運営を図る。

Ｈ２２　ケース報告会議　１２回
　　　　訪問ケース数　１０件
　　　　延べ訪問件数　２３件
Ｈ２３　ケース報告会議　１２回
　　　　訪問ケース数　１２件
　　　　延べ訪問件数　１７件
Ｈ２４　ケース報告会議　１２回
　　　　訪問ケース数　８件
　　　　延べ訪問件数　１４件
Ｈ２５　ケース報告会議　８回
　　　　訪問ケース数　１１件
　　　　延べ訪問件数　１２件
H２６　ケース報告会議　１２回
　　　　訪問ケース数　１０件
　　　　延べ訪問数　　１４件

ａ

「こんにちは赤ちゃん事業」や
関係機関等からの情報収集
等により把握した養育支援
が必要であると認めた家庭
に対し、育児・家事の援助又
は育児支援に関する技術的
援助を専門の相談員等が訪
問により実施することにより、
養育に不安のある家庭の不
安軽減、育児技術の向上を
図ることができた。

Ａ

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じた。
相談件数　７，１６１件

家庭児童相談

Ａ

要保護児童等の早期発見や
適切な支援を図るため、当協
議会において関係機関が情
報や考え方を共有し、適切な
連携ができるよう協議した。
代表者会議　　　　 １回
実務者会議　　　　 ６回
個別ケース会議　５０回

Ｈ２２　代表者会議　　　　１回
　　　　 実務者会議　　　　９回
Ｈ２３　代表者会議　　　　 ２回
　　　　 実務者会議　　　　９回
　　　　個別ケース会議　１７回
Ｈ２４　代表者会議　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　６回
　　　　個別ケース会議　２３回
Ｈ２５　代表者会議　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　７回
　　　　個別ケース会議　６２回
Ｈ２６　代表者会議　　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　　６回
　　　　個別ケース会議　５０回

Ａ

コアラの会を開催し、育児不
安の解消に努める。

2

健康づくり
支援課

要保護児童対策
地域協議会

拡充

継続4 ふれあい親子支
援事業

引き続き、子どもの発達に関
すること、学校生活、家族関
係などの相談に応じていく。

ａ

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じることにより、相談
者の不安軽減等を図ること
ができた。

ａ

要保護児童等の早期発見や
適切な支援を図るため、当協
議会において関係機関が情
報や考え方を共有し、適切な
連携ができるよう協議した結
果、早期発見や適切な支援
を行うことができた。

ａ

コアラの会を開催し、グルー
プミーティングを実施すること
で育児不安の解消が図れ
た。

拡充

コアラの会（育児不安が強
く、支援が必要な保護者のグ
ループミーティング）を開催
し、育児不安の解消に努め
た。
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H22 Ａ 60 60

H23 Ａ 60 60

H24 Ａ 60 60

H25 Ａ 60 60

H26 Ａ 60 60

計 300 300

 

H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ａ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

６－（２）　ひとり親家庭等の自立支援の推進 （単位：千円） 　

H22 Ａ 6,894 6,893

H23 Ａ 6,872 6,852

H24 Ａ 6,873 6,848

H25 Ａ 6,871 6,253

H26 Ａ 6,822 6,473

計 34,332 33,319

 

H22 Ａ 125 10

H23 Ａ 92 111

H24 Ａ 92 58

H25 C 92 0

H26 C 92 0

計 493 179

 

所　管　課

H22：2,395件訪問　82.6％
H23：2,429件訪問　84.7％
H24：2,367件訪問　80.5％
H25：2,341件訪問　79.3％
H26：2,094件訪問　74.2％

情報提供件数
H22：　６７件
H23：　７２件
H24：１１７件
H25：　５４件
H26：　６０件

延訪問件数
H22：延４３５件
H23：延５８６件
Ｈ24：延５９０件
Ｈ25：延５４７件
Ｈ26：延６４０件

高度専門医療機関と連携し、
周産期の段階から支援が必
要とされる家庭を積極的に把
握し、訪問等を行い支援し、
早期に育児不安の解消を図
る。

健康づくり
支援課

生後４か月までの乳児のい
る家庭を訪問し、子育て支援
と情報提供を行う。

出産後間もない時期であり、
専門職が家庭訪問すること
で、早期のうちに育児不安の
解消が図れた。また、訪問し
ても不在の家庭があるため、
引き続き事業の周知や実施
方法を検討していく必要があ
る。

平成２７年度以降の方向性
実績評価 既存統計データ

7 周産期からの虐
待予防強化事業

新規

Ａ

拡充1 母子父子自立支援員を３名
配置し、ひとり親家庭の様々
な相談に応じるとともに、関
係課との連携も図ることで、
相談業務を円滑に実施する
ことができた。

ｃ

平成２４年度から、類似事業
が開始され、それ以降は利
用者がいなかった。平成２６
年１０月に母子及び父子並び
に寡婦福祉法の施行により、
「ひとり親家庭等日常生活支
援事業」として新たに父子家
庭が対象となった。

後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）

Ｈ２３母子家庭相談　7,067件
　　　父子家庭相談　　 121件
Ｈ２４母子家庭相談　8,220件
　　　父子家庭相談　　119件
Ｈ２５母子家庭相談　7,086件
　　　父子家庭相談　　108件
Ｈ２６母子家庭相談　7,028件
　　　父子家庭相談　　158件

年度 進捗状況 予算額 決算額

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

2

6 こんにちは赤ちゃ
ん事業

新規

訪問率（産
婦・新生児訪
問指導を含

む）
１００％

ひとり親家庭相談

№ 事　　業　　名 目標 目標事業量

拡充母子家庭等日常
生活支援事業

5

Ａ

児童虐待予防のため、訪問
による支援が必要な母子に
対し、保健婦等による訪問指
導を実施する。また、事例検
討会を実施し要支援者への
関わりの学び支援に生かし
ていく。

保健師による訪問
指導

拡充 児童虐待予防のため、訪問
による支援が必要な母子に
対し、保健婦等による訪問指
導を実施した。また、要支援
者への関わりの学びを深め
るため、講師を招いての事例
検討会を実施した。

健康づくり
支援課

ａ

支援が必要な家庭を訪問す
ることで、家庭の状況に応じ
た支援を実施することができ
た。

引き続き、支援が必要なひと
り親家庭に支援員を派遣し、
当該家庭の自立と福祉の増
進を図るとともに、ニーズの
把握と制度の周知を図る。

ひとり親家庭の母や父が、出
産、けがなどに伴い、一時的
に生活困難になった家庭に
対して、支援員を派遣する事
業があるが、平成26年度は
利用者がいなかった。
派遣世帯　０世帯

Ｈ２２　派遣世帯１世帯
　（延べ7時間）
Ｈ２３　派遣世帯７世帯
　（延べ73時間）
Ｈ２４　派遣世帯４世帯
　（延べ38時間）
Ｈ２５　派遣世帯　０世帯
Ｈ２６　派遣世帯　０世帯

Ｃ

高度専門医療機関と連携し、
周産期の段階から支援が必
要とされる家庭を積極的に把
握し、訪問等を行い支援し、
早期に育児不安の解消を
図った。

母子父子自立支援員がひと
り親家庭の親などの様々な
悩みや社会生活全般につい
ての相談に応じた。
母子家庭相談　７，０２８件
父子家庭相談　　　１５８件

生後４か月までの乳児のい
る家庭を訪問し、子育て支援
と情報提供を行った。

平成２６年度の事業実績
【目標事業量に対する実績値】

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

基本目標
１－（１）－９に計上

ａ

健康づくり
支援課

平成２６年度末
達成状況

Ａ

Ａ

ａ

医療機関と連携を図ること
で、支援が必要な方を早期
に把握でき、必要な支援を行
うことで育児不安の解消が図
れた。

ａ

引き続き、ひとり親家庭の
様々な相談に応じる体制を
整え、当該家庭の自立と福
祉の推進を図る。
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H22 Ａ 89,000 83,873

H23 Ａ 84,000 84,819

H24 Ａ 100,400 86,466

H25 Ａ 92,100 89,794

H26 Ａ 91,800 85,461

計 457,300 430,413

 

H22 Ａ 1,013,787 1,013,787

H23 Ａ 1,084,969 1,072,924

H24 Ａ 1,124,478 1,096,817

H25 Ａ 1,140,000 1,098,695

H26 Ａ 1,150,000 1,089,314

計 5,513,234 5,371,537

 

H22 Ａ 2,856 2,516

H23 Ａ 2,856 2,270

H24 Ａ 2,652 1,904

H25 Ａ 2,346 1,454

H26 Ａ 1,581 1,836

計 12,291 9,980

 

継続

ａ

ひとり親家庭などを対象に修
学に必要な資金などを適切
に貸し付けるおとで、経済的
自立を支援できた。平成２６
年１０月に母子及び父子並び
に寡婦福祉法の施行により、
「母子父子寡婦福祉資金」と
して新たに父子家庭が対象
となった。

Ｈ２３　母子　165件
  　　  83,251,000円
　　　　寡婦　 　  2件
　　　    1,368,000円
Ｈ２４　母子　170件
　  　  85,064,000円
　　　　 寡婦　 　2件
　　      1,188,000円
H２５　母子　174件
  　    88,018,000円
　　　　 寡婦　 　3件
　　      1,204,000円
H２６　 母子　164件
  　    82,434,000円
　　　　 寡婦　 　3件
　　     1,848,000円
            父子　　2件
　　　　    898,000円

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

4 児童扶養手当 継続

こども政策
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

5 川越市遺児手当 継続

3 母子寡婦福祉資
金

Ａ

ａ

父又は母と生計を同じくして
いない児童を養育している者
に児童扶養手当を支給し、家
庭生活の安定と自立の促進
に寄与することができた。

ａ

遺児の保護者に遺児手当を
支給し、遺児の健全な育成
に寄与することができた。

引き続き、ひとり親家庭の父
母及び寡婦の自立とその児
童の福祉を増進するため、
必要な資金を貸し付けるとと
もに、資金の償還も行ってい
く。なお、母子及び父子並び
に寡婦福祉法の施行により、
平成２６年度１０月から父子
家庭の父と児童を対象に追
加。

引き続き、適切に児童扶養
手当の支給、管理を行ってい
く。

こども政策
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

Ａ

Ａ

H22：総支給額　2,516,000円
       受給資格者　17人
H23：総支給額　2,269,500円
       受給資格者　18人
H24：総支給額　1,904,000円
       受給資格者　15人
H25：総支給額　1,453,500円
       受給資格者　14人
H26：総支給額　1,836,000円
　　　受給資格者　17人

＊受給資格者数はいずれも
　年度末のもの）

H22
　総支給額1,013,786,506円
　受給資格者　2,683人
H23
　総支給額1,072,923,661円
　受給資格者　2,823人
H24
　総支給額1,096,816,300円
　受給資格者　2,869人
H25
　総支給額1,098,695,300円
　受給資格者　2,900人
H26
　総支給額1,089,314,370円
　受給資格者　2,861人

＊受給資格者数はいずれ
　も年度末のもの

父又は母と生計を同じくして
いない児童が育成される家
庭の生活の安定と自立の促
進を図るため、当該児童を養
育している者に児童扶養手
当を支給した。
総支給額　1,089,314,370円
受給資格者　2,861人（H26年
度末現在）

ひとり親家庭の父母及び寡
婦の経済的自立を図り、併
せてその児童の福祉の推進
を図るため、必要な資金を貸
し付けた。
母子　164件  　82,434,000円
寡婦　 　3件　　　1,848,,000
円
父子　 　2件　　　  898,000円
また、貸し付けた資金の償還
も行った。

引き続き、適切に遺児手当
の支給、管理を行っていく。

遺児の健全な育成を図るた
め、当該遺児の保護者に遺
児手当を支給した。
総支給額　1,836,000円
受給資格者　17人（H26年度
末現在）
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H22 Ａ 7,288 4,947

H23 Ａ 4,045 3,833

H24 Ａ 4,166 3,378

H25 Ａ 4,618 3,433

H26 A 4,407 3,720

計 24,524 19,311

 

H22 Ａ 68,151 65,537

H23 Ａ 70,131 63,890

H24 Ａ 69,595 67,590

H25 Ａ 74,143 62,763

H26 Ａ 63,656 60,740

計 345,676 320,520

 

H22 Ａ 196 165

H23 Ａ 213 123

H24 Ａ 140 83

H25 Ａ 175 149

H26 Ａ 113 109

計 837 629

 

H22 Ａ 223 168

H23 Ａ 231 122

H24 Ａ 167 152

H25 Ａ 180 139

H26 B 150 75

計 951 656

 

H22 Ａ 31,191 30,675

H23 Ａ 58,849 41,288

H24 Ａ 52,108 37,329

H25 Ａ 33,449 28,303

H26 Ａ 25,105 20,577

計 200,702 158,172

 

9

10

H２２　４回　　延べ６５人
H２３　３回　　延べ３３人
H２４　４回　　延べ４７人
H２５　３回　　延べ４７人
H２６　４回　　延べ４４人

ａ

就業支援専門員による就労
相談の実施や、参加費及び
託児無料の就労支援セミ
ナー及びパソコン講座を実施
することで、ひとり親家庭等
の自立を支援することができ
た。

ｂ

ひとり親家庭の母などを対象
に、情報交換や悩み相談の
場を定期的に提供すること
で、自立に向け前向きな姿勢
で取り組むことを支援するこ
とができた。

ａ

託児付きの就労支援セミ
ナーやパソコン講座を開催す
ることにより、就労面から母
子家庭等の自立を支援した。
また、併せて就労に関する相
談を受け付けた。
セミナー　　　　３人
パソコン講座　２０人
就労相談　　２９３人

引き続き、主体的な資格取
得のために、給付金を支給
し、母子家庭及び父子家庭
の自立を支援していく。

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

引き続き入所の母子の保
護、指導を行うとともに、退所
した母子への支援を行ってい
く。

母子家庭又はそれに準ずる事情の
家庭で、その監護すべき児童の福
祉に欠けるところがある場合、母子
ともに入所させ、保護、指導を行うと
ともに自立を支援した。
また、退所した母子の生活状況の把
握と生活安定のための支援に努め
た。
６世帯（人数　１５人）

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

ひとり親家庭等の生活の安
定と自立を支援し、福祉の増
進を図るためにひとり親家庭
等に医療費の一部を支給し
た。
支給件数　   　　22,204件
支給額　　　59,806,044円

支給件数
Ｈ１７　15,828件
Ｈ１８　19,162件
Ｈ１９　21,649件
Ｈ２０　23,567件
Ｈ２１　25,242件
Ｈ２２　25,077件
Ｈ２３　24,518件
Ｈ２４　25,513件
Ｈ２５　23,330件
Ｈ２６　22,204件

引き続き、母子家庭の母など
を対象に情報交換及び悩み
相談の場を定期的に提供し、
当該家庭の福祉の増進を
図っていく。

こども政策
課
（H24年度まで：
医療助成課）

延べ利用者数
300人／年

ひとり親家庭等の生活の安
定と自立を支援し、福祉の増
進を図るためにひとり親家庭
等に医療費の一部を支給す
る。

Ａ

　　　セミナー　パソコン講座　就労相
談
Ｈ２２　 １３人  　　 ２４人　　 ３２３人
Ｈ２３　 　８人    　 ２３人　　 ３１９人
Ｈ２４　 １５人       ２２人　　 ２８７人
Ｈ２５　　 ４人　　　１６人      ２３６人
Ｈ２６　　 ３人　　　２０人      ２９３人

引き続き、託児付き講座等の
開催、就労相談の実施によ
り、就労面から母子家庭等の
自立を支援していく。

母子生活支援施
設

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

継続

継続 入所世帯数
Ｈ22　70世帯（人数225人）
Ｈ23　32世帯（人数129人）
Ｈ24　19世帯（人数74人）
Ｈ25　16世帯（人数40人）
Ｈ26　　6世帯（人数15人）

ａ

母子家庭又はそれに準ずる事情の
家庭で、その監護すべき児童の福
祉に欠けるところがある場合、母子
ともに入所させ、保護、指導を行うと
ともに自立を支援した。また、退所し
た母子の生活状況の把握と生活安
定のための支援に努めた。その結
果、母子の自立を支援することがで
きた。また、退所後の生活状況を把
握することにより生活安定の支援を
行うことができた。

ａ

ひとり親家庭等に医療費の
一部を支給することにより、
ひとり親家庭等の生活の安
定と自立を支援し、福祉の増
進を図ることができた。

ひとり親家庭の母及び父を
対象に、高等職業訓練促進
給付金等を適切に支給した。
国の事業改正により、支給件
数は減尐しているものの、受
給者の経済的な自立を支援
することができた。

Ａ

母子家庭の母などの情報交
換の場であるシングルマ
ザー交流会を開催した。
全4回　　延べ44人（母子）

6

8 母子家庭等就業・
自立支援センター
事業

新規

7

母子家庭等自立
支援給付金事業

新規

Ｂ

ひとり親家庭等医
療費

Ａ

延べ利用者数
８0人／年

ひとり親家庭生活
支援事業

新規

Ａ

主体的に資格取得等を目指
すひとり親家庭の母及び父
を対象に給付金を支給した。
高等技能訓練促進費21件
（のべ220月）
入学支援修了一時金7件
自立支援教育訓練給付金
　　　　　　　　　　　　　　2件

H２２　高等技能：20件
　　　　　（延べ236月）
　　　　教育訓練：4件
H２３　高等技能：29件
　　　　　（延べ317月）
　　　　入学支援修了一時金：7件
　　　　教育訓練：4件
Ｈ２４　高等技能：28件
　　　　　（延べ311月）
　　　　入学支援修了一時金：10件
H２５　高等技能：22件
　　　　　（延べ260月）
　　　　入学支援修了一時金：8件
　　　　教育訓練：1件
H２６　高等技能：21件
　　　　　（延べ220月）
　　　　入学支援修了一時金：7件
　　　　教育訓練：2件
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H22 Ａ 1,152 1,136

H23 Ａ 1,152 1,168

H24 Ａ 1,152 1,152

H25 Ａ 1,152 1,144

H26 B 1,152 1,168

計 5,760 5,768

 

H22 カウンセリングルーム 67件 H22 Ａ 2,275 2,373

        女性相談　　　　　　256件 H23 Ａ 2,796 2,658

H23 カウンセリングルーム 65件 H24 Ａ 2,834 2,546

        女性相談　　　　　　341件 H25 Ａ 2,834 2,674

H24 カウンセリングルーム 73件 H26 A 2,705 2,696

        女性相談　　　　　　392件 計 13,444 12,947

H25 カウンセリングルーム 74件
        女性相談　　　　　　424件
H26 カウンセリングルーム 78件
        女性相談　　　　　　379件  

H22 Ａ 3,035 250

H23 Ａ 3,021 1,454

H24 Ａ 1,813 1,437

H25 Ａ 1,809 1,745

H26 Ａ 2,560 289

計 12,238 5,175

 

【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

６－（３）　障害児施策の充実 (単位：千円）

H22 Ａ 6,189 6,189

H23 Ａ 7,467 6,695

H24 Ａ 5,869 6,380

H25 Ａ 7,245 5,470

H26 Ａ 6,605 5,269

計 33,375 30,003

 

H22 Ａ － －

H23 Ａ － －

H24 Ａ － －

H25 Ａ － －

H26 Ａ － －

計 0 0

 

№ 事　　業　　名 目標 目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）

実績評価

障害者福祉
課

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

障害者福祉
課

平成２７年度以降の方向性 所　管　課
既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

父子家庭の父の経済的自立
とその児童の福祉の増進を
図るため、必要な資金を貸し
付ける。ただし、母子及び父
子並びに寡婦福祉法の施行
により、平成２６年９月末を
もって貸付事業廃止。

対象者数
　　　平成２２年度　104人
　　　平成２３年度　105人
　　　平成２４年度　114人
　　　平成２５年度　116人
　　　平成２６年度　159人

H22　保護件数　　　　216件
　　　　実利用人数　　　34人
H23　保護件数　　　　160件
        実利用人数　　　31人
H24　保護件数　　　　114件
        実利用人数　　　26人
H25　保護件数　　　　112件
        実利用人数　　　22人
H26　保護件数　　　　105件
        実利用人数　　　14人

関係各課と連携を図り、今後
も相談体制を充実していく。

Ａ

ＤＶ、女性の抱えるさまざま
な問題、性別による差別的
扱い等に関する相談に対し、
問題を解決するための助
言、関係機関の紹介等を
行った。

ｂ

児童扶養手当受給者を対象
に自立支援プログラム策定
事業を実施し、自立促進のた
めの就労支援を効果的に実
施することができた。

ａ

性別に基づく差別的取扱い
等に関する市民の相談に応
じるとともに、増加傾向にあ
るドメスティック・バイオレンス
等の相談にも応じ、女性の相
談窓口の充実と被害者保護
が図られた。

ａ

母子及び父子並びに寡婦福
祉法の施行に伴い、平成２６
年１０月に廃止されるまでの
間、父子家庭に適切な貸し
付けを実施し、経済的な自立
を支援することができた。

ａ

サービスの利用にあたり補
助を行っており、経過は順調
である。

利用者の必要に応じて保護
を行っており、経過は順調で
ある。

H２２　2件　  222,000円
H２３　3件　1,448,000円
Ｈ２４　4件　1,432,000円
Ｈ２５　4件　1,740,000円
Ｈ２６　1件　  265,000円

引き続き、児童扶養手当受
給者の自立を支援するため
に自立支援プログラムを策
定し、継続的な就労支援を
行っていく。

児童扶養手当受給者を対象
に、自立を促進するための自
立支援プログラムを策定し、
きめ細やかで継続的な就労
支援を行った。
プログラム策定件数　２０件

男女共同参
画課

ａ

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

11 母子自立支援プ
ログラム策定事業

新規

13 川越市父子家庭
貸付事業

新規

1 生活サポート事業

12 女性のための相
談事業

継続

継続2 緊急一時保護事
業

Ａ

プログラム策
定件数

４０件／年

相談日数
１００日／年

Ａ

Ｅ

継続

Ｂ

Ｈ22プログラム策定件数39件
Ｈ23プログラム策定件数40件
Ｈ24プログラム策定件数15件
Ｈ25プログラム策定件数24件
Ｈ26プログラム策定件数20件

保護件数　　　　105件
実利用人数　　　14人

対象者数　　159人

父子家庭の父の経済的自立
を図り、併せてその児童の福
祉の増進を図るため、必要な
資金を貸し付けた。
１件　265,000円

緊急に保護が必要になった
障害児（者）の一時保護を継
続して行っていく。

サービスの利用にあたり、そ
の利用料の自己負担額の軽
減を図るため所得に応じた
補助を継続して行う。
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H22 Ａ 30,822 25,771

H23 Ａ 23,904 25,282

H24 Ａ 26,677 44,112

H25 Ａ 35,820 28,390

H26 Ａ 29,465 30,275

計 146,688 153,830

 

H22 Ａ 24,158 24,144

H23 Ａ 25,884 25,020

H24 Ａ 25,794 25,590

H25 Ａ 26,561 25,160

H26 Ａ 25,524 26,751

計 127,921 126,665

 

H22 Ａ 82 82

H23 Ａ 82 82

H24 Ａ 82 82

H25 Ａ 82 82

H26 Ａ 96 96

計 424 424

 

H22 Ａ 58,600 58,600

H23 Ａ 58,840 58,840

H24 Ａ 58,840 57,160

H25 Ａ 58,840 58,840

H26 A 58,840 58,840

計 293,960 292,280

 

H22 Ａ 9,023 9,023

H23 Ａ 9,754 9,487

H24 Ａ 10,259 8,373

H25 Ａ 8,906 8,879

H26 A 9,000 8,933

計 46,942 44,695

 

障害者福祉
課

障害者福祉
課

H２２　受給者数　４００人
H２３　受給者数　４０７人
H２４　受給者数　４３５人
H２５　受給者数　４４９人
H２６　受給者数　４８９人

こども政策
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

障害者福祉
課

引き続き、在宅の障害児を育
てている方に特別児童扶養
手当を支給する。

重度の障害児に対して、経
済的及び精神的負担の軽減
を図るため障害児福祉手当
を支給していく。

H22　購入　212件　23,704,118円
 　　　修理　  94件　2,067,103円
H23　購入　181件　22,349,067円
 　　　修理　 87件　 2,932,628円
H24　購入　293件　40,703,197円
 　　　修理  107件　3,409,292円
H25   購入　207件 26,090,462円
　　　　修理　89件　　 2,299,793円
Ｈ26　購入　223件  28,137,427円
　　　　修理　 58件　 21,372,987円

Ａ

Ａ

相談件数
H22　　5,200件
H23　　4,256件
H24　　5,034件
H25　　5,442件
H26　　5,423件

障害児（者）又はその家族か
らの相談に総合的・専門的に
応じ、日常生活の支援を行
う。

相談件数　5,423件継続

紙おむつ給付事
業

障害者相談支援
事業

継続

Ａ

児童の心身の健やかな成長
に資するため、在宅の障害
児を育てている方に特別児
童扶養手当を支給した（支給
要件有）。
受給者数　４８９人

重度の障害児に対して、経
済的及び精神的負担の軽減
を図るため障害児福祉手当
を支給した。
14,180円×300人＝4,254,000
円（延べ人数）
14,140円×1,591人＝
22,496,740円（延べ人数）
　※年度途中で単価の変更
あり

障害者福祉
課

H22　利用人数　174人（H23.3末）
　　　　延べ人数（年間）　2,027人
H23　利用人数　178人（H24.3末）
　　　　延べ人数（年間）　2,159人
H24　利用人数　185人（H25.3末）
　　　　延べ人数（年間）　1,932人
H25　利用人数　176人（H26.3末）
　　　　延べ人数（年間）　1,724人
H26　利用人数　171人（H27.3末）
　　　　延べ人数（年間）　1,987人

在宅の常時失禁状態にある
障害児（者）に対して継続し
て紙おむつを支給することに
より、経済的負担の軽減を図
る。ａ

前年度と同程度の利用人数
で推移しており、経過は順調
である。

障害のある子ども
への補装具等の
交付

購入　　223件
28,137,427円
修理　　  58件
21,372,987円

ａ

在宅の障害児を育てている
方に特別児童扶養手当を支
給し、児童の心身の健やか
な成長に資することができ
た。

継続

4

6

3

5

障害のある子ども
への各種手当の
支給

継続

利用人数171人
延べ人数（年間）1,987人

H22
　14,380円×1,679人＝
24,144,020円
H23
  14,380円×　287人＝
4,127,060円
　14,330円×1,458人＝
20,893,140円
H24
　14,330円×　296人＝
 4,241,680円
　14,280円×1,495人＝
21,348,600円
H25
　14,280円×1,178人＝
16,821,840円
　14,180円×　588人＝
 8,337,840円
H26
　14,180円× 300人＝
4,254,000円
　14,140円×1,591人＝
 22,496,740円
※延べ人数

障害児の身体機能を補完す
る補装具等を作成・修理する
費用の支給を継続していく。

ａ

利用者の必要に応じて補助
を行っており、経過は順調で
ある。

ａ

前年度よりも支給人数は増
加しており、経過は順調であ
る。

Ａ

Ａ

ａ

前年度と同程度の相談件数
で推移しており、経過は順調
である。また、医療との連携
を要する障害児は増加傾向
であり、専門的な相談のニー
ズや実績も増加している。
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H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 A ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 A 再掲 再掲

計 再掲 再掲

 

H22 Ａ 125 40

H23 Ａ 100 20

H24 Ａ 80 33

H25 Ａ 50 65

H26 Ａ 75 79

計 430 237

 

H22 Ｂ 59,534 56,154

H23 Ｂ 59,133 56,853

H24 Ｂ 57,929 56,064

H25 Ｂ 59,345 51,481

H26 Ｂ 41,340 40,890

計 277,281 261,442

 

H22 Ｂ ― ―

H23 Ｂ ― ―

H24 Ｂ 1,000 0

H25 Ｂ 1,500 0

H26 Ｂ 8,589 6,648

計 11,089 6,648

 

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

統合保育の充実に努めてい
く。

平成２２年４月時  ７３人実施
平成２３年４月時  ７３人実施
平成２４年４月時  ７４人実施
平成２５年４月時　７７人実施
平成２６年４月時　６５人実施

保育課

障害児及び健常児の成長と
発達を促進するため、保育
所において統合保育を実施
している。

引き続き、子どもの発達に関
すること、学校生活、家族関
係などの相談に応じていく。

グループ指導会 継続

保育課統合保育事業
（５－（２）－３の再
掲）

継続

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

引き続き、家庭児童相談員
が、主に発達に心配のある３
歳児を対象に発達支援を
行っていく。Ａ

家庭児童相談員が、発達に
心配のある３歳児を対象に、
将来の集団生活に備えて、
小グループにおいて親子で
の遊びを中心とした発達支
援を行った。
３０回　延べ６１３人

H２２　３０回　延べ６２６人
H２３　３１回　延べ３９１人
Ｈ２４　３２回　延べ５６１人
Ｈ２５　３２回　延べ６２０人
H２６　３０回　延べ６１３人

Ａ ａ

公立保育園２０園において、
統合保育事業を実施してい
る。

ａ

発達に心配のある３歳児に
対して保護者や家庭児童相
談員がかかわることにより、
将来の集団生活に備える支
援を行うことができた。

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じた。
相談件数　７，１６１件

Ｈ23　相談件数４，１５０件
Ｈ24　相談件数４，３２０件
Ｈ25　相談件数６，０９２件
Ｈ26　相談件数７，１６１件

知的障害児通園
施設

新規

家庭児童相談
（６－（１）－２の再
掲）

Ｈ２３　３２名
Ｈ２４　２８名
Ｈ２５　３７名
Ｈ２６　３０名

障害のある児童生徒への理
解と指導力の向上、校内支
援体制の整備に向け、研修
を実施した。研修の充実によ
り、特別支援教育への理解と
指導力の向上が図られた。
平成２５年度からは、採用３
年目の教員を対象に発達障
害についての理解を深める
ため、特別支援教育指導法
研修会として、発達障害の理
解と指導法研修会と合同開
催した。

Ａ

Ａ ａ

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じることにより、相談
者の不安軽減等を図ること
ができた。

ａ

校内の特別支援教育を推進
する特別支援教育コーディ
ネーター、就学相談を担当す
る就学相談担当者、児童生
徒と直接関わる担任や特別
支援教育支援員の資質向上
の図るため、現場でのニーズ
や課題等を見極め、充実した
研修会を設定することができ
た。また、校内支援体制をさ
らに充実させることにもつな
がっていった。

基本計画の合意形成を図
り、施設設計を行っていく。

ｂ

現園では、親子通園などを行
い、より多くの児童が支援を
受けられるよう努めている
が、施設の狭あい化などの
課題が顕著なため、現在の
場所での支援の拡充は困難
な状況にある。

ｂ

施設設計に十分な期間を確
保し、より良い施設とするた
め、当初スケジュールから移
転時期を１年後ろ倒しするこ
ととなった。

用地の測量及び施設整備
基本計画の検討等を行っ
た。

ひかり児童園等施設整備検討
委員会において施設の導入機
能及び建設場所等について検
討を行った。
実施回数
検討委員会　　　　　　　２回
検討委員会幹事会　　 ５回
検討委員会作業部会　１回

Ｂ

Ｂ

あけぼの児童園において、
知的障害のある子供の特性
に応じて日常生活及び社会
適応のための支援を行った。
通園児童数　３０名

9

11

拡充

10

12 肢体不自由児認
可通園施設

拡充

学校現場のニーズに対応し
た研修内容を充実させ、教員
の指導力向上を図る

特別支援教育コーディネー
ター養成研修会3回108名参
加
就学相談担当者研修会1回
55名参加
発達障害の理解と指導法
研修会3回60名参加
特別支援教育指導法研修会
1回54名参加
特別支援教育支援員研修会
1回107名
特別支援学級・通級指導教室
担当者研修会各1回60名
難聴・言語障害研修会
1回49名

引き続き、子どもの特性に応
じた支援を行っていく。

教育セン
ター
（旧　教育研
究所）

保育課

障害のある子ども
に対する教職員
研修事業

継続

8

7
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H22 Ａ 6,599 5,619

H23 Ａ 9,863 8,587

H24 Ａ 11,312 11,624

H25 Ａ 10,908 10,791

H26 Ａ 10,969 10,720

計 49,651 47,341

 

H22 Ａ 109,831 86,951

H23 Ａ 103,624 92,324

H24 Ａ 94,959 82,275

H25 Ａ 101,086 89,300

H26 Ａ 106,526 86,852

計 516,026 437,702

 

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ｅ 再掲 再掲

H25 Ｅ 再掲 再掲

H26 Ｅ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

自立支援サポーター３３名の
配置の工夫により、より適切
な個別的支援の充実を図
る。

すくすくクリニック
（１－（１）－２４の
再掲）

継続

要請のあった市立小・中・
特別支援学校に配置し、児
童生徒の学習活動におけ
る支援を実施することで、
障害のある児童生徒への
教育の充実を図ることがで
きた。

Ａ

継続ダウン症のある子
どもを持つ親の会
（１－（１）－２２の
再掲）

特別支援教育が推進されて
いく現状において、特別支援
学級や特別支援学校、通常
の学級の車椅子等の児童生
徒に対して、人的環境を整備
した。児童生徒一人一人の
教育的ニーズに応じた多様
な学びの場を提供することが
できた。

ａ

すくすくクリニック
H22：１２回　延６５人
H23：１１回　延４０人
H24：１０回　延５９人
H25：１１回　延４３人
H26：１２回　延５６人

Ａ

支援を必要とする児童生徒
に対して、小学校１９校、中
学校１１校、市立特別支援学
校１校に特別支援教育支援
員（臨時指導員）８５名を配置
した。

通常の学級に在籍する発達
障害等のある児童生徒を支
援するために、自立支援サ
ポーター３３名を年間７０日派
遣した。

小学校３２校、中学校１２校
からの要請に対し、該当の
児童生徒が在籍する４３校
に配置し、個別学習指導や
一斉学習指導における個
別支援や適応指導等を通
して、小学校・中学校に適
切な支援を行うことができ
た。

いもっこの会（ダウン症のあ
る子どもを持つ親の会）を開
催し、親同士の交流の場とし
て情報交換を実施した。

子どものこころの健康相談
H22：１１回　５６人
H23：１１回　４８人

Ｅ

成長や精神・運動発達に心
配がある乳幼児を対象に診
察・相談を行い、発育発達を
支援する。

ａ

自立支援サポーターは、集
団行動がとりにくい、読む書く
話す聞くなどが苦手などの児
童生徒の支援を行った。Ｈ２
４～配置申請のあった学校
全てに配置することによっ
て、発達障害に対する市全
体のサポートを行うことがで
きた。また、これらの子供た
ちは、自尊心が低い場合が
あるが、一人でも多くの子供
たちに、自信や前向きな気持
ちを持たせることができた。

ａ

児童生徒の状態をより的確
に把握し、適正な配置を図
る。

18 子どものこころの
健康相談
（１－（１）－２６の
再掲）

拡充

17 発育・発達クリニッ
ク
（１－（１）－２５の
再掲）

平成２４年度より、発育発達
クリニックと統合し、クリニック
において支援していく。

ａ

平成２４年度より、発育発達
クリニックと統合し、クリニック
において引き続き、必要な支
援を実施した。

発育発達クリニック
H22：１１回　延７１人
H23：１１回　延７１人
H24：２３回　延１１７人
H25：２２回　延１０７人
H26：２３回　延１２４人

Ａ

拡充 成長や精神・運動発達に心
配がある乳幼児を対象に医
師による診察・相談を行い、
発育発達を支援した。平成24
年度から子どもの心の健康
相談と統合した。

教育セン
ター
（旧　教育研
究所）

13 特別支援教育支
援員（自立支援サ
ポーター）の配置

16

15

14 特別支援教育支
援員（臨時指導
員）の配置

継続

継続

健康づくり
支援課

健康づくり
支援課

健康づくり
支援課

教育セン
ター
（旧　教育研
究所）

健康づくり
支援課

Ａ ａ

専門医による相談事業を実
施することにより、児の発育
発達状況に応じた支援が図
れた。

ａ

専門医による相談事業を実
施することにより、児の発育
発達状況に応じた支援が図
れた。

平成24年度より発育発達クリ
ニックと統合した。こころの健
康相談対象者は発育発達ク
リニックにて支援した。

低体重児等を対象に診断、
相談を行い、健やかな発育
発達を支援した。

いもっこの会を開催し、親同
士の交流の場として情報交
換を実施する。

いもっこの会
H22：　９回　延９４人
H23：１１回　延８８人
H24：１１回　延９６人
H25：１２回　延５１人
Ｈ26：１１回　延６０人

Ａ

低体重児等を対象に診断、
相談を行い、健やかな発育
発達を支援する。

親の会を実施することで、親
同士の交流を図ることがで
き、また、同じ不安をもつ保
護者の育児不安の解消が図
れた。
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H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

継続

Ａ

Ａ

身体に障害のある児童に対
して、健全育成・福祉の向上
を図るため必要な医療の給
付を行った。

受給者
H２２：１１５人
H２３：１０８人
H２４：１１３人
H２５：１０１人
Ｈ２６：１０１人

ａ

必要な給付を行うことで、保
護者の経済的負担の軽減を
図ることができた。

ａ

必要な給付を行うことで、保
護者の経済的負担の軽減を
図ることができた。

21 学童保育事業
（５－（１）－１の再
掲）

拡充

20 小児慢性特定疾
患医療給付
（１－（４）－６の再
掲）

継続

19 自立支援医療（育
成医療）給付
（１－（４）－４の再
掲）

教育財務課

健康づくり
支援課

健康づくり
支援課

ａ

保護者の就労等により、放課
後の家庭が常時留守になっ
ている障害のある児童を市
内３２学童保育室で保育し
た。必要に応じ、指導員の加
配等を行い対応した。Ａ

保護者の就労等により、放課
後の家庭が常時留守になっ
ている障害のある児童を、市
内３２学童保育室で保育し
た。【３７人】

障害児に関わらず、入室の
規定に適合していれば１０
０％受け入れている。

年度当初学童保育室に入
室する障害のある児童数
平成２２年度　５０人
平成２３年度　５４人
平成２４年度　５１人
平成２５年度　４９人
平成２６年度　３８人

小児慢性特定疾患のうち、
国が指定した特定疾患につ
いて病気の治療研究を推進
し、家族の経済的負担を軽
減するため、必要な医療の
給付を行った。

受給者
H２２：２５５人
H２３：２５３人
H２４：２６７人
H２５：２６２人
Ｈ２６：２６４人

小児慢性特定疾患のうち、
国が指定した特定疾患につ
いて病気の治療研究を推進
し、家族の経済的負担を軽
減するため、必要な医療の
給付を行う。

身体に障害のある児童に対
して、健全育成・福祉の向上
を図るため必要な医療の給
付を行う。

保護者の就労等により、家庭
が常時留守になっている障
害のある児童を預かり、必要
に応じ、指導員の加配等を行
い保育する。

学童保育室
入室の規定
に対して障害
児の受け入
れは１００％
入室
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（７）基本目標７　子ども等にやさしく、安全・安心なまちづくりの推進
【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（１）　良質な住宅・良好な居住環境の確保 （単位：千円） 　

H22 Ｄ 2,028 ―

H23 Ｄ 1,014 ―

H24 Ｄ ― ―

H25 Ｄ ― ―

H26 Ｄ ― ―

計 3,042 0

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 A ― ―

計 0 0

 

建築基準法に基づく確認、検
査を行う。

所　管　課
実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

平成２７年度以降の方向性

建築住宅課

建築住宅課

№ 事　　業　　名 目標 目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）

ａ

建築基準法に基づく確認、検
査を行った。

地域優良賃貸住宅 継続

継続

事業者からの申請希望等が
あった場合の事前相談等に
対応していく。ただし、市内の
既存物件の空室が埋まらず
戸数が減尐している状況の
ため、慎重に対応する必要
がある。

住宅困窮度判定基準に基づ
き、原則として、登録方式で
の優遇を中心に行っていく。

Ａ

登録方式による入居募集に
際し、母子世帯、多子世帯を
対象に優遇して登録を行っ
た。

Ｄ ｄ

特定優良賃貸住宅の用途廃
止が2件、戸数減尐が45戸
あった。
認定状況は全7件114戸であ
る。

ａ

登録方式による入居募集に
際し、母子60世帯、多子2世
帯を対象に優遇して登録を
行った。

公営住宅における
優先入居

Ａ

建築基準法に基づく確認、検
査を行った。

建築指導課

H23（入居は24年度）
【母子世帯の登録数】22世帯
【多子世帯の登録数】  1世帯
H24（入居は25年度）
【母子世帯の登録数】23世帯
【多子世帯の登録数】  1世帯
H25（入居は26年度）
【母子世帯の登録数】11世帯
【多子世帯の登録数】  0世帯
H26（入居は27年度）
【母子世帯の登録数】  4世帯
【多子世帯の登録数】  0世帯

シックハウス対策 継続

1

2

新規供給計画の実績なし。 市内特優賃戸数（県認定
分）
２１年度末　１５９戸
２２年度末　１３１戸
２３年度末　１２０戸
２４年度末　１１４戸
２５年度末　１１４戸
２６年度末　１１４戸

3
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【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（２）　安全な道路交通環境の整備 （単位：千円） 　

H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ａ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ａ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 1,251 962

H23 Ａ 557 557

H24 Ａ 671 546

H25 Ａ 449 404

H26 Ａ 423 395

計 3,351 2,864

 

H22 Ａ 59,874 54,868

H23 Ａ 51,808 48,254

H24 Ａ 50,774 47,913

H25 Ａ 78,587 65,231

H26 Ａ 73,682 65,928

計 314,725 282,194

 

所　管　課№ 事　　業　　名
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）
平成２７年度以降の方向性

実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

Ａ

都市計画道路（本川越駅前
通線、川越所沢線、川越駅
南大塚線）において、合計２
８４ｍの歩道整備を実施し
た。

H22  歩道整備　　１７ｍ
H24　歩道整備　３５０ｍ
H25　歩道整備　４３９ｍ
H26  歩道整備　２８４ｍ

ａ

歩道を整備したことにより、
歩行空間のバリアフリー化が
図られた。

引き続き市民ボランティアの
方々にご協力をいただき、地
域に密着した除却活動を進
めていく。

H22：合計　8,434個（枚）
H23：合計　9,433個（枚）
H24: 合計　8,374個（枚）
H25：合計　7,288個（枚）
H26：はり紙　375枚
　　　 はり札　4,917枚
　　　 立看板　     5個
合計　5,297個（枚）

１００箇所

Ａ

H22 路面標示１１５箇所
H23 路面標示　２３箇所
H24 路面標示　６３箇所
　　   ゾーン３０対策１地区
H25 路面標示１２６箇所
　  　 ゾーン３０対策２地区
H26 路面標示４７箇所
　  　 ゾーン３０対策２地区

路面標示等により、事故防止
対策を実施する。

ａ

地元自治会等からの要望や
警察を含む関係機関からの
要請を受けて、路面標示等
による交通安全対策を実施
した。

Ａ

路面標示等による事故防止
対策を実施した。
４７箇所
ゾーン３０対策事業　２地区

ａ

市民ボランティアの方々によ
る除却活動の成果により違
反広告物の掲出数は減尐し
ている。

引き続き、都市計画道路にお
ける歩道整備を進める。

目標 目標事業量

継続歩行空間のバリア
フリー化

道路環境整
備課

生活道路における
安全対策

継続

H22 歩道整備　Ｌ＝　７８．６ｍ
H23 歩道整備　Ｌ＝４３４．８ｍ
H24 歩道整備　Ｌ＝７５４．２ｍ
H25 歩道整備　Ｌ＝４２９．９ｍ
H26 歩道整備　Ｌ＝７９３．８ｍ

基本目標
７－（３）－４に計上

基本目標
７－（３）－４に計上

道路街路課
（H24年度まで：
道路建設課）

※道路建設課

分

道路街路課
（H24年度まで：

街路課）

※街路課分

引き続き、生活道路等におけ
る歩道整備を進める。

Ａ

生活道路等において、合計８
８０mの歩道整備を実施し
た。

Ａ

引き続き歩道整備を進める。
市内３路線・延長６７５ｍにつ
いて歩道整備を行う予定。

歩道付き道路の整備を７９
３．８ｍ行った。
（内訳１００．０ｍ＋３４３．８ｍ
＋３５０．０ｍ）

違反広告物の掲出数そのも
のが年々減尐傾向にあり、
市民ボランティアの方々によ
る地域に密着した除却活動
の成果が着実に現れてい
る。

防犯・交通
安全課

都市景観課屋外広告物の撤
去

H22 歩道整備延長　　３０６ｍ
H23 歩道整備延長１，０８５ｍ
H24 歩道整備延長１，２７５m
H25 歩道整備延長７１１．３m
H26 歩道整備延長　　８８０ｍ

平成２６年度末
達成状況

ａ

歩道を整備したことにより、
歩行空間のバリアフリー化が
図られた。

ａ

歩道付き道路の整備を行
い、安全な歩行空間を確保し
た。

3

2 継続

1

１，９６０ｍ
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H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ａ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ａ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ

H23 Ａ

H24 Ａ

H25 Ｃ

H26 Ａ

計

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（３）　安全・安心なまちづくり (単位：千円）

H22 Ｂ 89,474 88,124

H23 Ｂ 85,900 69,600

H24 Ｂ 117,000 103,611

H25 Ａ 118,825 116,014

H26 Ｂ 165,763 163,073

計 576,962 540,422

 

防犯・交通
安全課

警戒標識・注意看板を設置
する。

公園整備課

ａ

後期計画（５年）において１０
０公園の施設改修や新規整
備を実施することができた。
また、市民へ安全に公園を
提供するため、遊具等の保
守点検や砂場浄化などの維
持管理に努めた。

ａ

地元自治会等からの要望を
受けて、夜間暗い交差点等
に道路照明灯を新設した。

見通しの悪い交差点等につ
いて、カーブミラーを新設す
る。破損等をしたカーブミラー
について修繕する。ａ

地元自治会等からの要望を
受けて、見通しの悪い交差点
等にカーブミラーを新設し、ま
た破損、劣化した既存カーブ
ミラーについては迅速に修繕
した。

ａ

地元自治会等からの要望や
警察を含む関係機関からの
要請を受けて、警戒標識・注
意看板による交通安全対策
を実施した。

防犯・交通
安全課

所　管　課事　　業　　名 目標 目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）

ａ

地元自治会等からの要望を
受けて、交通量が多い交差
点等への信号設置について
川越警察署や県警本部と連
携を図った。

7 信号機 信号機等交通規制に関する
ことは、所管が埼玉県公安委
員会となるため、信号機設置
箇所等について川越警察署
と連携を図る。

良好な避難場所の提供や、
改修・補修による利用者の安
全確保を行い、市民生活の
向上を図る。

平成２７年度以降の方向性

Ｂ

№
実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

Ａ

警戒標識・注意看板を設置し
た。
１１７本

H22 警戒標識・注意看板等
                   　６２本
H23 警戒標識・注意看板等
                   　６７本
H24 警戒標識・注意看板等
                   　４８本
H25 警戒標識・注意看板等
                   １２２本
H26 警戒標識・注意看板等
                   １１７本

道路照明灯を新設する。

市民サービス向上のため、
公園の施設改修や新規整備
を実施。
実施公園数１３公園
その他
・砂場の浄化　１１４公園
・遊具等の保守点検　１７７公
園

道路照明灯を新設した。
新設　６基

H22　新設６基
H23　新設６基
H24　新設４基
H25　新設０基
H26　新設６基Ａ

Ａ

信号機等交通規制に関する
ことは、所管が埼玉県公安委
員会となるので、信号機設置
箇所等について川越警察署
と連携を図っている。

H22：のべ１１公園の整備及び改
修・補修を実施
H23：のべ１１公園の整備及び改
修・補修を実施
H24：のべ１６公園の整備及び改
修・補修を実施
H25：のべ４９公園の整備及び改
修・補修を実施
H26：のべ１３公園の整備及び改
修・補修を実施

1 安全・安心な都市
公園の整備

改修数
年間２０箇所

拡充

継続

防犯・交通
安全課

4 カーブミラーの整
備

８０基 Ａ

カーブミラーの新設・修繕を
行った。
新設　　５７基
修繕　１７８基

H22 新設100基、修繕188基
H23 新設　70基、修繕205基
H24 新設　66基、修繕180基
H25 新設　62基、修繕223基
H26 新設　57基、修繕178基

基本目標
７－（２）－３に計上

防犯・交通
安全課

４０本

道路照明灯

継続

３基

5 交通安全看板 継続

6 継続

基本目標
７－（２）－３に計上

基本目標
７－（２）－３に計上
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H22 Ａ 96,897 12,085

H23 Ａ 82,264 81,267

H24 Ａ 4,982 4,062

H25 Ａ 7,037 4,671

H26 A 5,818 2,992

計 196,998 105,077

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 A ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 175,200 72,248

H23 Ａ 139,500 20,874

H24 Ａ 334,074 282,925

H25 Ａ 197,200 138,949

H26 Ａ 222,436 196,373

計 1,068,410 711,369

 

H22 Ａ 12,200 11,086

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ 91,500 62,174

H25 Ａ 112,630 66,388

H26 Ａ 111,438 102,770

計 327,768 242,418

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ｄ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

交通政策課

建築指導課

市内１２駅（地平駅含む）全て
がバリアフリー対応。（平成２
３年度完了）

ノンステップバス導入率88.7%
（平成２５年度末現在）
ノンステップバス導入率89.4%%
（平成２６年度末現在）

道路街路課
（H24年度まで：
道路建設課）

※道路建設課

分

道路環境整
備課

建築住宅課

ａ

歩道を整備したことにより、
歩行空間のバリアフリー化が
図られた。

ａ

建築基準法に基づく確認、検
査を行った。

ａ

歩道を整備したことにより、
歩行空間のバリアフリー化が
図られた。

Ａ

建築基準法に基づく確認、検
査を行った。

2

Ａ

H22 歩道整備　Ｌ＝　７８．６ｍ
H23 歩道整備　Ｌ＝４３４．８ｍ
H24 歩道整備　Ｌ＝７５４．２ｍ
H25 歩道整備　Ｌ＝４２９．９ｍ
H26 歩道整備　Ｌ＝７９３．８ｍ

引き続き歩道整備を進める。
市内３路線・延長６７５ｍにつ
いて歩道整備を行う予定。

バリアフリー化に適した事業
に際し、対応していく。

建築基準法に基づく審査、検
査及び高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促進に関
する法律に基づく特定建築
物の認定を行う。

駅施設については目標事業
量を達成済み（平成２３年度
完了）。

ノンステップバス導入に対し
て補助を継続していく。

歩道付き道路の整備を７９
３．８ｍ行った。
（内訳１００．０ｍ＋３４３．８ｍ
＋３５０．０ｍ）

3

ノンステップバス導入に対し
て補助を行った。（5台）

引き続き、生活道路等におけ
る歩道整備を進める。

Ａ

生活道路等において、合計８
８０mの歩道整備を実施し
た。

H22 歩道整備延長　　３０６ｍ
H23 歩道整備延長１，０８５ｍ
H24 歩道整備延長１，２７５m
H25 歩道整備延長７１１．３m
H26 歩道整備延長　　８８０ｍ

道路街路課
（H24年度まで：

街路課）

※街路課分

Ａ

バリアフリー新法
に基づく所要の措
置

継続

4 公共施設等のバ
リアフリー化

拡充

ａ

歩道付き道路の整備を行
い、安全な歩行空間を確保し
た。

ａ

小学校、中学校のトイレ改修
工事に伴い、手すり等の設
置を行った。小仙波庁舎の
改修工事に伴い、玄関ス
ロープ、トイレの手すり等の
設置を行った。Ａ

小・中学校トイレ改修工事

旅客施設、車両等
のバリアフリー化

継続

駅施設のバ
リアフリー化

100%
ノンステップ
バス導入率

100%

１，９６０ｍ

順調にノンステップバスが導
入されている。

ａ

H22  歩道整備　　１７ｍ
H24　歩道整備　３５０ｍ
H25　歩道整備　４３９ｍ
H26  歩道整備　２８４ｍ

引き続き、都市計画道路にお
ける歩道整備を進める。

Ａ

都市計画道路（本川越駅前
通線、川越所沢線、川越駅
南大塚線）において、合計２
８４ｍの歩道整備を実施し
た。

H22 福原小及び川越小の体
育館耐震補強工事に伴うトイ
レのバリアフリー化
H24 小仙波庁舎改修工事に
伴い、玄関スロープ、トイレの
手すり等の設置を行った。
H25 小・中学校のトイレ改修
に伴い、手すり等の設置を
行った。
H26 小・中学校のトイレ改修
に伴い、手すり等の設置を
行った。
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H22 Ａ 1,300 1,280

H23 Ａ 2,584 2,552

H24 Ｄ ― ―

H25 Ｄ ― ―

H26 Ｄ ― －

計 3,884 3,832

 

H22 Ａ 46,657 43,581

H23 Ａ 74,935 72,994

H24 Ａ 55,241 55,084

H25 Ａ 60,248 62,184

H26 Ａ 71,351 69,804

計 308,432 303,647

 

H22 Ａ 2,615 2,333

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 2,615 2,333

 

【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（４）　子ども等の交通安全を確保するための活動の推進 (単位：千円）

H22 Ａ 2,040 1,988

H23 Ａ 2,040 1,892

H24 Ａ 2,040 1,618

H25 Ａ 3,990 2,488

H26 Ａ 2,887 2,739

計 12,997 10,725

 

後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）
平成２７年度以降の方向性 所　管　課

実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

ａ

市内の公共施設４１箇所を
「赤ちゃんの駅」として指定し
て、授乳及びおむつ替等の
スペースを提供した。
また、埼玉県との共催事業と
して民間施設においても「赤
ちゃんの駅」を実施し、川越
市内で合計132箇所の施設
を登録。
登録施設には「赤ちゃんの
駅」ステッカー等を標示し、Ｈ
Ｐやモバイルサイトのほか、
子育て情報誌、川越観光パ
ンフレット、小江戸川越マップ
（ＨＰ上）に掲載した。

ａ

後期は交通安全教育を856
回行い、84,839人の参加者
に交通安全思想を普及する
ことができた。

　地域自治会の要望に基づ
き、防犯灯の新設及び修繕
を行い、夜間の犯罪予防の
ため死角の減尐に努め、ま
た既存蛍光灯型防犯灯を全
灯ＬＥＤ型に交換し、安心安
全なまちづくりの環境整備が
できた。

５０箇所

市内で開催されるイベント時
に、おむつ替えや授乳を行う
スペースとして移動が可能な
テント等「移動式赤ちゃんの
駅」を貸出し、乳幼児を連れ
た親子が安心して参加できる
ようにする。
引続き、埼玉県と協力して
「赤ちゃんの駅」事業を広く周
知し、指定施設を増やして乳
幼児連れの保護者が安心し
て外出できる環境の整備を
図る。

拡充

赤ちゃんの駅

Ａ

幼児・児童・母親及び高齢者
に対する交通安全思想の普
及を図るため実施した。
178回　17,050人

H22  市公共施設40箇所
       川越市内105箇所
H23　市公共施設40箇所
       川越市内122箇所
H24　市公共施設41箇所
       川越市内126箇所
H25　市公共施設41箇所
       川越市内127箇所
H26  市公共施設41箇所
       川越市内132箇所

Ａ

市内の公共施設４１箇所を
「赤ちゃんの駅」として指定。
埼玉県との共催事業として民
間施設においても「赤ちゃん
の駅」を実施し、川越市内で
合計132箇所の施設を登録。

H22年度安全教育177回
　参加者17,515人
H23年度安全教育181回
　参加者18,687人
H24年度安全教育160回
　参加者15,926人
H25年度安全教育160回
　参加者15,661人
H26年度安全教育178回
　参加者17,050人

管財課

幼児・児童・母親及び高齢者
に対する交通安全思想の普
及を図るため実施する。

防犯・交通
安全課

平成２７年度の整備予定な
し。
今後、利用状況を勘案し、他
の改修工事等に合わせて子
育て世帯にやさしいトイレ等
の整備に努める。

№ 事　　業　　名 目標 目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】

ｂ

本庁舎３階、５階トイレの出
入口扉を、軽くて安全な引き
戸に改修した。

ａ

7

6 平成２７年度からＬＥＤ化した
市内防犯灯のリースが本格
的に開始することに伴い、地
域自治会等と協力しながら
適切な運営管理をしていく。
また引き続き必要な箇所に
設置等整備を行い、夜間に
おける身近な防犯の防止に
努める。

防犯灯の新設及び既設の整
備を行った。
新設：１３４灯
修繕：２３４灯

新設工事
Ｈ１７：２３５灯
Ｈ１８：２１６灯
Ｈ１９：２２３灯
Ｈ２０：２１４灯
Ｈ２１：１９５灯
Ｈ２２：１６２灯
Ｈ２３：１６８灯
Ｈ２４：１６２灯
Ｈ２５：１３５灯
Ｈ２６：１３４灯

1 交通安全教育

防犯・交通
安全課

こども育成
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

１８０回
２１，０００人

新規

年間の新設
灯火

３５０灯

5 本庁舎における、
子育て世帯にやさ
しいトイレ等の整
備

継続

防犯灯の整備 継続

Ａ

Ｄ

平成２６年度未実施 H22本庁舎3階トイレ扉改修
H23本庁舎5階トイレ扉改修
H24～26　未実施
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H22 Ａ 12,480 10,632

H23 Ａ 12,240 11,089

H24 Ａ 11,760 11,118

H25 Ａ 11,760 11,237

H26 Ａ 12,485 11,212

計 60,725 55,288

 

H22 Ａ 2,685 2,685

H23 Ａ 2,685 2,685

H24 Ａ 2,685 2,685

H25 Ａ 2,685 2,685

H26 Ａ 2,685 2,685

計 13,425 13,425

 

H22 Ａ 1,161 413

H23 Ａ 431 397

H24 Ａ 660 477

H25 Ａ

H26 Ａ

計 2,252 1,287

 

H22 Ａ 34,887 32,706

H23 Ａ 39,406 33,267

H24 Ａ 37,556 32,029

H25 Ａ 42,310 37,438

H26 A 44,043 40,047

計 198,202 175,487

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

交通安全運動の際に啓発に
努める。

交通安全推進協議会129万
円
交通安全母の会90万円
川越交通安全協会45万円
交通指導員会4.5万円

ａ

後期は46,073回の立哨指導
を実施し、児童・生徒の登校
時における交通安全の確保
を図った。

ａ

交通安全を推進するため、
交通安全推進協議会・交通
安全母の会・川越交通安全
協会・交通指導員会に対し補
助金を交付した。

Ａ

夏の交通安全キャンペーン
の際に積極的に着用促進の
啓発を行った。

A

ａ

子供、障害者、高齢者等の
通行の妨げである駅付近の
公道上の放置自転車を撤去
し、また、自転車を放置しな
いよう啓発した。
【市内１１駅、撤去回数699
回、撤去台数2,082台】

川越駅東口・西口、霞ヶ関駅北
口及び新河岸駅に加え自転車
放置の著しい鶴ヶ島駅西口にも
年末年始を除いて毎日自転車
置き方指導員を配置し放置防
止を図るとともに、川越駅西口
周辺区域の自転車放置禁止区
域化を徹底するため撤去を強
化とするほか、各駅の放置自転
車の一層の減退を図るため撤
去・啓発活動などを実施。

H22　市内11駅、撤去回数
282回、撤去台数3,632台
H23　市内11駅、撤去回数
340回、撤去台数3,389台
H24　市内11駅、撤去回数
417回、撤去台数3,666台
H25　市内11駅、撤去回数
584回、撤去台数3,589台
H26  市内１１駅、撤去回数
699回、撤去台数2,082台

ａ

　市内の各駅に自転車置き
方指導員を配置し放置防止
を図るとともに、放置自転車
の撤去・啓発活動を行った。
その結果、年々撤去回数を
増やしているが、撤去する自
転車は減尐しており、一連の
活動が放置自転車防止に効
果を発揮していると考えられ
る。

交通安全推進協議会に
￥１，２９０，０００・交通安全
母の会に￥９００,０００・川越
交通安全協会に￥４５０,００
０・交通指導員会に￥４５,００
０を補助した。

交通安全推進団
体への補助

継続

Ａ

H22年度朝の立哨回数
8,860回
H23年度朝の立哨回数
9,241回
H24年度朝の立哨回数
9,265回
H25年度朝の立哨回数
9,364回
H26年度朝の立哨回数
9,343回

Ａ

児童・生徒の登校時における
交通安全の確保・正しい交通
ルールとマナーの指導を図
るために実施した。
朝の立哨回数　9,343回

交通安全を推進するため、
交通安全推進協議会・交通
安全母の会・川越交通安全
協会・交通指導員会に対し補
助金を交付する。

防犯・交通
安全課

防犯・交通
安全課

継続 防犯・交通
安全課

児童・生徒の登校時における
交通安全の確保・正しい交通
ルールとマナーの指導を図
るために実施する。

交通安全運動の際に啓発に
努める。

幼児・児童・母親及び高齢者
に対する交通安全思想の普
及を図るために実施する。

平成２２年度の交通運動１２回
　参加者数　１，０５０人
平成２３年度の交通運動１２回
　参加者数　１，０５０人
平成２４年度の交通運動１２回
　参加者数　１，２９０人
平成２５年度の交通運動１２回
　参加者数　１，３６０人
平成２６年度の交通運動１１回
　参加者数　１，２７５人

幼児・児童・母親及び高齢者
に対する交通安全思想の普
及を図るために実施した。
１２回　1,300人

Ａ ａ

　春夏秋冬の各運動におい
て交通安全の啓発活動を
行った。
　また運動期間中以外にも
市内各所で啓発活動を行っ
た。

5 放置自転車対策 継続

4 交通安全運動

４，０００台
撤去

2 児童の登校時の
交通の安全確保

3

6 シートベルト、チャ
イルドシートの着
用促進

継続

年４回
約１，５００人

参加

継続

基本目標
７－（４）－１に計上

防犯・交通
安全課

防犯・交通
安全課
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H22 Ａ 10,000 8,625

H23 Ａ 10,000 8,860

H24 Ａ 20,000 19,831

H25 Ａ 15,000 12,989

H26 Ａ 15,000 13,206

計 70,000 63,511

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

歩道付き道路の整備を行
い、安全な歩行空間を確保し
た。

ａ

毎年度、通学路点検を全校
で実施した。また、一生合同
点検で対策必要箇所となっ
た場所について、各学校に
働きかけを行い、約８０％は
対策済みとなった。

Ａ

小学校で行う交通安全教室
で啓発した。
91回　延12,525人

平成２２年度　７９回
　　延11,504人
平成２３年度　３８回
　　延7,027人
平成２４年度　７８回
　　延11,635人
平成２５年度　８６回
　　延11,881人
平成２６年度　９１回
　　延12,525人

小学校で行う交通安全教室
で啓発に努める。

H22 歩道整備　Ｌ＝　７８．６ｍ
H23 歩道整備　Ｌ＝４３４．８ｍ
H24 歩道整備　Ｌ＝７５４．２ｍ
H25 歩道整備　Ｌ＝４２９．９ｍ
H26 歩道整備　Ｌ＝７９３．８ｍ

歩道付き道路の整備を７９
３．８ｍ行った。
（内訳１００．０ｍ＋３４３．８ｍ
＋３５０．０ｍ）Ａ

Ａ

路面標示等による通学路の
事故防止対策を実施した。
３０箇所

ａ

小学校で行う交通安全教室
で啓発に努めた。

ａ

毎年度、各小中学校から提
出される通学路安全点検票
に基づき、路面標示等による
通学路安全対策を実施した。
また、地元自治会等からの
要望に対しても安全対策を
実施した。

ａ

7 安全・安心な通学
路の確保

新規

8 児童等の自転車
乗車時のヘルメッ
トの着用

新規

引き続き緊急度の高いもの
から順次実施する。

道路環境整
備課

教育指導課

引き続き歩道整備を進める。
市内３路線・延長６７５ｍにつ
いて歩道整備を行う予定。

防犯・交通
安全課

防犯・交通
安全課

児童・生徒の通学路につい
ては、学校や地域の実情に
応じ、交通事故及び不審者
等からの児童生徒の安全確
保のために、日常点検及び
定期点検を実施した。
通学路の点検結果をもとに、
登下校時の安全に係る相談
や通学路の整備に係る要望
がある場合には、他課と連携
して、通学路の整備を通して
児童・生徒安全の確保に努
めた。

Ａ

通学時の事故防止に向け学
校と連携しながら通学路の
整備を進める。

H22 通学路点検全校実施
H23 通学路点検全校実施
H24 通学路点検全校実施
H25 通学路点検全校実施
39/54箇所（対策済み／対策
必要箇所）
H26  通学路点検全校実施
43／54箇所（対策済み／対策
必要箇所）

H22 路面標示　４８箇所
    　 ヒヤリハットマップ　５５校
H23 路面標示　４８箇所
　　   道路照明灯　５基
H24 路面標示１２０箇所
H25 路面標示　５４箇所
H26 路面標示　３０箇所
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【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（５）　子ども等を犯罪等の被害から守るための活動の推進 (単位：千円）

H22 Ａ 10,150 10,126

H23 Ａ 9,935 9,892

H24 Ａ 9,599 9,438

H25 Ａ 9,692 9,640

H26 A 9,863 9,590

計 49,239 48,686

 

H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ａ ― ―

H26 Ａ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 2,073 2,073

H23 Ａ 2,205 2,205

H24 Ｂ 2,205 2,205

H25 Ｂ 2,167 2,167

H26 Ｂ 2,229 1,631

計 10,879 10,281

 

H22 Ａ 724 724

H23 Ａ 812 785

H24 Ｂ 483 356

H25 Ａ 678 677

H26 Ａ 1,158 992

計 3,855 3,534

 

所　管　課
実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

人員確保の問題から、毎年
ほぼ同数の団体数で推移し
ている。

ａ

地域における各種活動への
参画を促し、自主防犯活動
の促進に貢献できた。

b

防犯情報の共有化が図れ、
地域防犯活動の促進に貢献
できた。しかし、平成27年1月
のシステム変更に伴い、登録
件数が大きく減尐した。

Ａ

行政においては庁内関係部
署による連絡会議・連携に努
め、地域や警察関係との連
携方策に取り組む。また、地
域、事業所及び関係団体等
と協働で、「地域の安全は地
域で守る」という認識に立ち、
自治会を中心とした地域にお
ける防犯推進体制の整備に
努める。

自主防犯活動を行っている
団体数
H21：２５０団体
H22：２５０団体
H23：２５０団体
H24：３０１団体
H25：３０３団体
H26：３０２団体
(H21～H23は自治会のみ
計上）

Ａ

行政においては庁内関係部署
による連絡会議・連携に努め、
地域や警察関係との連携方策
に取り組んだ。地域においては
自治会を中心とした活動や地域
防犯推進員等の活動の充実が
図れるよう支援するとともに、
「地域の安全は地域で守る」と
いう認識に立ち、地域の推進体
制整備に努めた。人員確保の
問題等からほぼ毎年度同数の
団体数となっているのが現状で
ある。
・自主防犯活動を行っている団
体数　302団体

地域における自主防犯活動
をはじめとした各種活動への
参画を促進し、支援すること
により、安全な地域コミュニ
ティの推進に努めた。
・防犯パトロール用資機材等
の提供　平成26年度は希望
する自治会へ配布した。

地域における自主防犯活動
をはじめとした各種活動への
参画を促進し、支援(夜間パ
トロール、強化地域、新設自
治会等)することにより、安全
な地域コミュニティの推進に
努める。

安全な地域コミュ
ニティの推進

継続

Ａ

犯行の機会を与えない、犯
罪を起こさせない地域環境づ
くりを行う「防犯のまちづくり」
を推進するため、引き続きソ
フト・ハードの両面から総合
的、効果的に地域の「領域
性」や「監視性」を高めるため
の各種施策に努める。

Ｂ

随時、犯罪情報等を配信し、
行政・警察・事業所・地域住
民が情報の共有化を図るこ
とで、連携の強化と地域にお
ける自主防犯活動の促進に
努めた。
・防犯対策情報・犯罪情報・
不審者情報をＥメールで配信
　登録数：3682件（平成27年1
月のシステム変更に伴い大
きく減尐した）

登録状況
H18：5,041件
H19：7,988件
H20：9,187件
H21：9,166件
H22：9,224件
H23：8,941件
H24：8,243件
H25：8,074件
H26：3,682件

防犯推進体制の整備、防犯
意識の高揚、安全な地域コ
ミュニティの推進強化に努め
た。
・市内の犯罪認知件数：3,870
件

市内の犯罪認知件数
H18：7,220件
H19：6,654件
H20：6,152件
H21：5,807件
H22：5,165件
H23：5,081件
H24：4,241件
H25：3,891件
H26：3,870件

防犯パトロール用資機材等
の提供
H17：51自治会（強化地域）
H18：2自治会（強化地域）
H19：24自治会（強化地域）
H21：5自治会（強化地域）
H22：14自治会（強化地域）
H23：27自治会（強化地域）
H25：21自治会（強化地域）
H26：183自治会

ａ

犯罪認知件数は、年々減尐
しており、一定の成果は得ら
れた。しかし、振り込め詐欺
被害は前年を上回る状況で
あり今後も総合的に防止策
を考えていく必要がある。

ａ

防犯・交通
安全課

平成２６年度末
達成状況

平成２６年度の事業実績
【目標事業量に対する実績値】

後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）
平成２７年度以降の方向性№

3 防犯意識の高揚
（犯罪情報・防犯
情報の収集と提
供）

自主防犯活
動を行ってい
る団体数（自
治会・PTＡ）
３００団体

事　　業　　名 目標 目標事業量

継続

川越市防犯のま
ちづくり基本方針
に基づく各種施策

4

継続

2 防犯推進体制の
整備

継続

1

随時、犯罪情報等を配信し、
行政・警察・事業所・地域住
民が情報の共有化を図るこ
とで、連携の強化と地域にお
ける自主防犯活動の促進に
引き続き努める。
小江戸川越防犯のまちづくり
情報メール配信サービスの
充実に引き続き務める。

メール配信
サービスの登

録件数
１０，０００件

年間の提供
団体数

２０自治会等

防犯・交通
安全課

防犯・交通
安全課

防犯・交通
安全課
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H22 Ａ ― ―

H23 Ａ ― ―

H24 Ａ ― ―

H25 Ｃ ― ―

H26 Ｂ ― ―

計 0 0

 

H22 Ａ 138 132

H23 Ａ 592 566

H24 Ａ 167 167

H25 Ａ 396 390

H26 A 287 307

計 1,580 1,562

 

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

 

【網 掛 け】　 重点施策 　
【平成２６年度末達成状況】　Ａ：順調　　Ｂ：やや遅れている　　Ｃ：遅れている　　Ｄ：当該年度予定なし　　Ｅ：終了

【後期計画達成状況】　ａ：順調　　ｂ：やや遅れている　　ｃ：遅れている　　ｄ：未実施　　ｅ：終了 ※再掲事業は予算額・決算額非表示

７－（６）　被害に遭った子どもの支援の推進 (単位：千円）

H22 Ａ 243 243

H23 Ａ 243 243

H24 Ａ 243 243

H25 Ａ 243 243

H26 A 243 243

計 1,215 1,215

 

H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 Ａ 再掲 再掲

計 再掲 再掲

 

目標事業量
平成２６年度末

達成状況
平成２６年度の事業実績

【目標事業量に対する実績値】
後期計画
達成状況

後期計画事業実績（平成26年度の決算額は決算見込額）
平成２７年度以降の方向性 所　管　課

実績評価 既存統計データ 年度 進捗状況 予算額 決算額

こども１１０番の家協力者名
簿や看板の更新など継続的
な事業の仕組みづくりを整備
する。

b

市内全小学校にスクール
ガードリーダーを配置し、児
童生徒の安全確保のための
体制づくりができた。研修会
への参加人数は目標に達し
ていないが、全校のスクール
ガードを対象に研修を行うこ
とができた。

ａ

子育て講演会、児童虐待防
止推進月間のポスター・パネ
ル等の掲示を通して、児童虐
待防止の意識の普及、啓発
を図ることができた。

ａ

こども１１０番の家看板を市
内全域で統一することがで
き、子どもたちが安全に生活
する環境整備を推進できた。

ａ

川越市犯罪被害者推進協議
会で「地域安全ニュース」等
を発行し、被害者支援のため
の広報啓発活動を行った。

引き続き、子どもの発達に関
すること、学校生活、家族関
係などの相談に応じていく。

Ａ

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じた。
相談件数　７，１６１件

Ｈ２２　相談件数  3,645件
Ｈ２３　相談件数  4,150件
Ｈ２４　相談件数  4,320件
Ｈ２５　相談件数　6,092件
Ｈ２６　相談件数　7,161件

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）ａ

子どもの発達に関すること、
学校生活（幼稚園、保育園等
も含む）、家族関係などの相
談に応じることにより、相談
者の不安軽減等を図ること
ができた。

被害者への支援として、市・
警察・関係機関（協議会会
員）への適切な引継ぎや被
害者支援推進のための広報
啓発に努める。

被害者への支援として、市・
警察・関係機関（協議会会
員）への適切な引継ぎや被
害者支援推進のための広報
啓発に努めた。

川越市犯罪被害者支援推
進協議会への助成
H17～H21年度1,440千円
H22年度～各年度243千円Ａ

こども１１０番の家看板の市
内統一を図るため、平成25
年度及び26年度の２箇年計
画で看板の作製・交換を行っ
た。さらに地域・学校・PTＡに
おけるこども110番の家協力
者名簿の共有化を図り、子ど
もたちが安全に生活する環
境の整備に努めた。

Ａ

Ａ

平成２６年１２月６日（土）に、
子育て講演会を実施した。
１１月の「児童虐待防止推進
月間」にポスター、パネル等
の掲示をし啓発を促した。

H22　1回　参加者122名
H23　11月14日参加者243名
　　　　1月28日参加者425名
H24　  1月19日参加者163名
H25　  11月2日参加者288名
H26　  12月6日参加者197名

引き続き、子育て講演会を実施
し、児童虐待防止の啓発を市民
に対し、子育ての大切さを訴え、
児童福祉の増進を図る。

H22～24
川越市青尐年を育てる地区会議
子ども１１０番の家事業運営活動
費助成金
H25
川越市青尐年を育てる市民会議
事業補助金 146,404円
こども１１０番の家看板作製費用
640,500円
H26
川越市青尐年を育てる市民会議
事業補助金 155,900円
こども１１０番の家看板作製費用
702,000円

継続

教員５４名
スクールガー

ド６８名

事　　業　　名

1 犯罪被害者支援
推進協議会への
補助

継続

「子ども１１０番の
家」
（５－（３）－１３の
再掲）

継続

防犯実技研修会5

6 児童虐待防止の
啓発活動

継続

№

教育指導課

目標

スクールガード・リーダーを小
学校全校配置するとともに、
スクールガード研修会の充
実を図る。

7

2 家庭児童相談
（６－（１）－２の再
掲）

防犯・交通
安全課

拡充

こども育成
課
（H24年度まで：
青尐年課）

１回／年

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

Ｂ

スクールガード養成講習会を
１１月に実施し、不審者対応
の実技講習会を行った。
具体的な護身術の講習を行
うことで、防犯意識の啓発と
実技の習得を図った。

H24　市内全小学校３２校
にスクールガードリーダー
を配置した。
H25　市内全小学校３２校
全校配置　研修参加（教員
47　SG31　 計78名）
Ｈ26　市内全小学校32校全
校配置　研修参加（教員50
ＳＧ41　計91名）
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H22 Ａ 再掲 再掲

H23 Ａ 再掲 再掲

H24 Ａ 再掲 再掲

H25 Ａ 再掲 再掲

H26 A 再掲 再掲

計 再掲 再掲

 

引き続き、前年度と同数程度
の会議を開催するとともに、
効率的かつ効果的な会議を
目指す。

こども安全
課
（H24年度まで：
子育て支援課）

Ａ

要保護児童等の早期発見や
適切な支援を図るため、当協
議会において関係機関が情
報や考え方を共有し、適切な
連携ができるよう協議した。
代表者会議　　　　 １回
実務者会議　　　　 ６回
個別ケース会議　５０回

Ｈ２２　代表者会議　　　　 １回
　　　　 実務者会議　　　　９回
Ｈ２３　代表者会議　　　　 ２回
　　　　 実務者会議　　　　９回
　　　　個別ケース会議　１７回
Ｈ２４　代表者会議　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　６回
　　　　個別ケース会議　２３回
Ｈ２５　代表者会議　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　７回
　　　　個別ケース会議　６２回
Ｈ２６　代表者会議　　　　　１回
　　　　実務者会議　　　　　６回
　　　　個別ケース会議　５０回

ａ

要保護児童等の早期発見や
適切な支援を図るため、当協
議会において関係機関が情
報や考え方を共有し、適切な
連携ができるよう協議した結
果、早期発見や適切な支援
を行うことができた。

3 要保護児童対策
地域協議会
（６－（１）－３の再
掲）

拡充
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